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「スポーツによる地域活性化・まちづくりコンテンツ創出等総合推進事業」委託要項 

 

令和４年２月１０日 

スポーツ庁次長決定 

 

１ 趣旨 

スポーツ大会・合宿・イベント等への参加や観戦を目的として地域を訪れたり、地域資源とスポ

ーツが融合した観光を楽しむスポーツツーリズムは、地方誘客による交流人口の拡大、幅広い関

連産業の活性化や関連消費の拡大等、地域活性化に大きく寄与するポテンシャルがある。 

スポーツ庁では、「第２期スポーツ基本計画（平成 29年３月）」で掲げられた「スポーツツー

リズム関連消費額」「スポーツ目的の訪日外国人」の倍増に向けて、これまで策定された「スポ

ーツツーリズム需要拡大戦略」や「武道ツーリズム推進方針」等に基づき、地域スポーツコミッ

ションの設立や活動の支援、スポーツツーリズムコンテンツ磨き上げのモデル事業、国内外向け

のデジタルプロモーション、文化庁・観光庁と連携したスポーツ文化ツーリズムの推進等の各種

施策を展開してきたところである。 

こうした取組は一定の成果を発揮し、目標数値の達成に向けて順調に推移してきたが、今般の

コロナ禍により地域の活動は縮小や変更を余儀なくされており、ポストコロナに向けて更なる取

組の強化が求められている。 

また、ポストコロナにおいても、インバウンドの早期復活は見込みにくく、コロナ禍前の水準に

戻るには少なくとも数年を要すると言われていることから、感染予防策と両立しながら国内旅行

需要を喚起しつつ、将来的なインバウンドの地方誘客に繋がる取組を進めていく必要がある。 

このため、本事業では、スポーツによる地域振興、地方創生に積極的に取り組む行政・スポー

ツ・観光等の関係団体が連携・協働した総括的なプロジェクトチームを立ち上げ、上記の課題に一

体的に取り組む体制を構築するとともに、地域スポーツ資源を活用した国内外から選ばれる観光

コンテンツの創出（モデル事業）、ポストコロナを見据えたスポーツツーリズムのプロモーション

の土台の総合的強化、普及啓発のための関連シンポジウムの開催等を行い、スポーツをツールと

した持続可能な地方誘客の仕組みを創出し、その定着化を図ることを目的に実施する。 

 

２ 委託事業の内容 

下記の項目に該当する事業を一括して委託する。 

（１）プロジェクトチームの運営・管理等 

スポーツによる地域振興に積極的に取り組む行政・スポーツ・観光等の関係団体が連携・協

働した総括的なプロジェクトチーム（以下「ＰＴ」という。）の立ち上げ、ＰＴの運営・管

理、ＰＴ構成員との連絡調整及び会議の運営等を行うとともに、課題解決の検討に必要な情報

収集のためのマーケティング調査等を実施。 

（２）観光コンテンツ創出のためのテーマ別モデル事業の実施及び効果検証 

地域スポーツ資源を活かした国内外旅行者から選ばれる優良コンテンツを創出するためのモ

デル事業に関する公募（再公募）、審査、実施支援、進捗管理、効果検証を実施。 
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（３）スポーツツーリズム・ムーブメントの創出に向けたプロモーション等の実施 

   武道を中心にデジタルプロモーションの実施、コンテンツ創出に必要な基礎的データの収集

及びビッグデータの活用や現場ネットワーク構築・強化等を実施。また、文化庁・観光庁との３

庁連携協定に基づく、シンポジウム等を推進。 
 

３ 事業の委託先 

法人格を有する団体とする。なお、ＪＶ（共同事業体）の申請も可能であるが、代表となる主体

を定め、ＪＶの構成員全てが法人格を有する必要がある。 

 

４ 委託期間 

委託契約締結日から委託契約書に定める日までの間とする。 

 

５ 委託手続 

（１）団体が事業の委託を受けようとするときは、事業計画書等をスポーツ庁に提出すること。 

（２）スポーツ庁は、上記により提出された事業計画書等の内容を検討し、内容が適切であると認

められた場合、団体と委託契約書を取り交わし、事業を委託する。 

 

６ 再委託 

本事業の全部を第三者に委託（以下「再委託」という。）することはできない。ただし、本事業

のうち、再委託することが事業を実施する上で合理的であると認められるものについては、本事

業の一部を再委託することができる。なお、再委託先は、２（２）のモデル事業を除き、再委託を

受けた事業を第三者に委託（再々委託）等することはできない。 

 

７ 委託経費 

（１）スポーツ庁は、事業の規模・内容等を勘案し、予算の範囲内で事業に要する経費（人件費、事

業費（諸謝金、旅費、印刷製本費、通信運搬費、会議費、借料及び損料、消耗品費、雑役務費、

消費税相当額）、一般管理費（10％を上限とする。）、再委託費）を委託費として支出する。 

（２）以下の経費は対象としない。 

  ア 契約期間外に使用した経費 

イ 国や地方公共団体から同一事業に対して補助金、委託費等が支給されている場合の事業経       

  費 

  ウ 営利のみを目的とした経費 

  エ 委託先の業務運営に係る人件費、旅費、光熱水料等の恒常的な経費 

  オ 親睦を深めるための交際経費 

  カ その他本事業と無関係と思われる経費 

（３）スポーツ庁は、委託先が委託要項又は委託契約書等に違反したとき、又は本事業の遂行が困

難であると認めたときは、契約の解除や経費の全部又は一部について返還を命じることができ

る。 
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８ 事業完了（廃止等）の報告 

委託先は、事業が完了したとき（廃止・中止の承認を受けたときを含む。）は、委託事業完了（廃

止等）報告書及び委託経費決算書を作成し、終了した日から 10日を経過した日又は契約満了日の

いずれか早い日までに、支出を証する書類の写し等とともにスポーツ庁に提出しなければならな

い。 

 

９ 委託費の額の確定 

（１）スポーツ庁は、上記８により提出された委託事業完了報告書及び委託経費決算書等について、

検査及び必要に応じて現地調査を行い、その内容が適正であると認めたときは、委託費の額を

確定し、委託先に対して通知するものとする。 

（２）上記（１）の確定額は、事業に要した決算額と委託契約額のいずれか低い額とする。 

 

10 著作権等 

    本事業の実施に伴い、委託先（職員を含む。）が創作行為を行ったことにより、団体が有するこ

ととなった著作権（著作者の権利（人格権及び財産権）並びに著作隣接権（人格権及び財産権）。

以下同じ。）のうち財産権については、スポーツ庁に帰属する（委託先がスポーツ庁に譲渡する。）

ものとする。また人格権については、行使しないものとする。 

なお、本事業の実施に伴い委託を受けた団体以外の者が著作権を有し得る場合においては、スポ

ーツ庁と委託先が別途協議して定めるものとする。 

 

11 その他 

（１）スポーツ庁は、委託先が実施する事業の内容が本事業の趣旨に反すると認められるときは、

必要な是正措置を講ずるよう求めることができる。 

（２）スポーツ庁は、本事業の実施に当たり、委託先の求めに応じて指導・助言を行うとともに、そ

の効果的な運営を図るため協力する。 

（３）スポーツ庁は、必要に応じ、本事業の実施状況及び経理処理状況について、実態調査を行うこ

とができる。 

（４）委託先は、本事業の遂行によって知り得た事項についてはその秘密を保持しなければならな

い。 

（５）委託先は、事業報告書等、スポーツ庁への提出物全てについて、個人情報を含めてはならな

い。事業実施に活用する個人情報は、委託先の責任の下、法令を遵守し取り扱わなければならな

い。 

（６）委託先は、委託事業の実施に当たり、成果報告書等成果物のほか、開催案内等対外的な発信を

する際には、スポーツ庁委託事業であることを明示しなければならない。 

（７）この要項に定める事項のほか、本事業の実施に当たり必要な事項については、別途定める。 


